
つながるサロンについて

資料２



つながるサロン（通所型サービスB）とは

つながるサロン(通所型サービスB）は、「介護予防・日常生活支援総
合事業」サービスの中の1つであり、介護予防サービスの一部に位置づけ
られている、「住民主体の通いの場」です。

要支援者１または２
事業対象者

対象 高齢者総合相談センターやケアマネ
ジャーが行う介護予防ケアマネジメントに
より支援計画が位置づけられた方
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つながるサロンの目的

「ちょっと前の元気な自分を取り戻す」こと。

要支援者等、少し状態が落ちてきた方でも、つながるサロンの活動を通
して、ちょっと前の元気な自分を取り戻すことを目指します。
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皆さんにお願いしたいこと ①要支援者等の受入れ

高齢者総合相談センターのケアマネジャーより利用者の受入れ依頼が
あった場合は、サロンに受け入れていただき、必要な見守りと支援をお願
いします。

また、要支援者等が安心して参加できるような環境を整えてください。
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皆さんにお願いしたいこと ②区・包括との連携

利用者の体調に変化があった場合は、高齢者総合相談センターや高
齢者福祉課へ速やかにご相談ください。

利用者の体調確認や見守りは、代表・コーディネーターの役割です。
３か月に１回の参加状況報告書の提出のほかにも、気になることがあれ
ばその都度報告していただくようお願いします。
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補助金の活用について

次年度の補助金から収支を記録し、収支報告書を区へ提出してください。

補助金の活用方法が誤っているサロンに対しては区が指導を行います。

・ サロンの利益になっていませんか?

・ 補助金の目的外利用はありませんか?
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補助金の考え方

補 助 金 5,000円

必要経費 3,500円 残額 1,500円

残額がある場合は
コーディネーター謝礼としてOK。
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補助金の考え方

補 助 金 5,000円

必要経費 3,000円 謝礼 5,000円

コーディネーター謝礼を賄うため
に利用料をとるのはNG。

利用料3,000円
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変更点① 補助要件について

変 更 前 65歳以上の区民が５名以上利用登録されている団体に対して補助を行う。

変 更 後 65歳以上の区民が５名以上参加している活動に対して補助を行う。

昨年度の活動記録を確認したところ、2～３名参加の活動が続いているサロンがありました。
当補助金の目的は、個人活動の支援ではなく団体活動の支援であるため、人数の多い団体との
平等性の観点からも 補助金の交付は１回の活動につき５名以上参加している活動に限定させ
ていただきます。（５名に満たない活動分は年度末に返金いただきます）
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変更点② 運営費の交付上限について

変 更 前 活動の実績回数分に対して補助金(運営費)を交付する。

変 更 後 区に登録している活動日を上限として補助金(運営費)を交付する。

例えば月２回で活動登録をしているサロンは、月2回×12か月＝24回分の運営費を申請でき、それ以上の
回数については運営費を申請することができません。団体登録時に届け出た活動日は、要支援者等が広く
参加できるように高齢者総合相談センターへ情報を提供しており、さらに区HPにも掲載しています。団体
都合により活動日を増やすことは構いませんが、追加分の活動日には補助金を交付できません。
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変更点③ 収支報告書について

変 更 後 団体は収支を記録し、上半期と下半期に区へ提出する。

区の定める様式に収支を記録し、上半期（９月末）と下半期（補助金清算時）に区へ提出して
ください。目的は、補助金の透明性の確保のためです。通常、区が団体に交付する補助金はす
べて、領収書を添付のうえ収支を報告していただいています。つながるサロン補助金も他の補
助金に準じて収支報告書の提出を必須とします。イベント経費および新規立ち上げ経費につい
ては引き続き領収書もご提出ください。お手数をおかけしますが、ご理解・ご協力のほどよろ
しくお願いいたします。
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変更点④ 区との連絡について

変 更 後 区とメールにてやりとりができる連絡担当者を必ず配置する。

これまで郵送にてやりとりを行っていましたが、郵便料金の値上げやペーパーレス化の推進等
を鑑み、原則メールでのやりとりとさせていただきます。また、メールであれば区との迅速な
やりとりが可能となります。コーディネーターや代表が、メールでのやりとりができない場合
は、必ずメールができる連絡担当者を配置してください。原則、区への提出書類もデータでの
送付をお願いいたします。
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変更点⑤ 団体番号について

変 更 後 団体は、区への提出書類にすべて団体番号を記載することとする。

つながるサロンの団体数が増えたため、区の事務処理上、各団体に団体番号を振らせていただ
きました。お手数をおかけして恐縮ですが、区へ提出する書類にはすべて団体番号を記載する
ようお願いいたします。各団体の番号は、下表のとおりです。
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